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かもめっせ

若く健康なうちからご自身の健康に関心を持っていただくため、

従来の対象者*¹に加え、20・25・30歳の被保険者様、20・25・30・

35～39歳の被扶養者様も生活習慣病予防健診*²の対象になります。

船員手帳の健康証明書への証明を受けられる健診機関もあります。

健診の対象年齢を拡大します！

オプション検査を拡大します！

・ 50歳以上が対象の前立腺がん検査が無料で受けられます。

・ 40歳以上の偶数年齢の女性が対象の骨粗しょう症検査を新たに実施

  します。

・ 子宮頸がん検診の対象年齢を、従来の40歳以上から、

20歳以上の偶数年齢に引き下げます。

令和8年度より

生活習慣病予防健診 が

パワーアップ します！

生活習慣病予防健診
の詳細はこちら↓

船員保険部
ホームページ

詳細は、令和8年3月下旬に船舶所有者様宛に
お送りするパンフレットをご確認ください。

*¹ 35歳以上の被保険者様および40歳以上の被扶養者様
*² 20・25・30歳の方は胃がん検査を含みません
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